
失業等給付に関する虚偽の申告を促す

事業者等にご注意ください

退職を考えている皆さま・雇用保険受給者の皆さまへ

多額の納付命令の対象となる場合や、
詐欺罪等で告発され処罰される場合があります。

雇用保険の給付のお手続きはハローワークにご相談ください。

ハローワークでは、専門の調査官を配置し、受給内容について日々調査を行っているため、

不正受給は必ず発見されます。

申告は、他者の言葉に惑わされず、事実をありのまま正確に！

雇用保険の給付は正しく受給しましょう。

後
日

オンライン診療

不正受給をすると、支給停止、返還命令、納付命令などの処分が課せられます。

納付命令が課された場合、不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正に

受給した金額の２倍に相当する額をさらに納めなければなりません。

悪質な場合、詐欺罪等で処罰されることがあります。

うその症状を医師に伝えて診断書を発行し、診断書の内容に基づい

て、失業等給付に関する申告を行った場合、不正受給となります。！

都道府県労働局・ハローワーク

雇用保険の手続き、どうしたら良いだろうと
思ってたけど、申請をサポートしてくれる
事業者があるんだ！

うつ病で離職して、
今は、症状は治まっている、
ということにしましょう！

病院を紹介します！
受け答えのマニュアルを
送ります！

指示通りにオンライン
診療を受けてください！

マニュアル

1 ２

３ ４

調査により、診断書
に関する申告が
虚偽であったことが
確認されました。

プロにお任せ！
最大●●万円受け取れる！
退職前にご相談を！

ちょっと怪しい気もするけど、
法律や制度の専門家が言うなら

大丈夫なんだろうか。

聞かれたこと全部に
当てはまるわけじゃ無いけど、
ちょっとくらいなら大丈夫かな。
専門家に言われたことだし。

え、不正受給！？
●百万円の納付命令！？

※ 本件については、実際にあったケースです。
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